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1.問 題の所在

国策 として推進 されてきた 「平成の大合併」は、市町村合併特例法の期限が切れた2005年3.月

末で新たな段階を迎 えた。

これまでを 「第1次 合併」 とすると、その推進状況は量的には次のように総括できる。合併特

例法は1999年7月 に財政支援措置の拡充な どを軸に改正施行 されたが、その3月 末の市町村数は

3232で あった。それが2005年3月 末までに711(22.0%)減 の2521と なった。申請済み分 は699あ

り、2006年3月 末には1821と なる。市町村 は1999年3月 か ら1410(43.6%)減 少す ることにな り、

合併関係 市町村は1991と 全体の61.6%を 占める。市町村 を1000に するとい う政府与党の 当初 目標

には届かないが、6年 余 りで基礎的 自治体 としての市町村の姿が激変 した。

4月 か らは合併新法の もとで、総務大臣の定める基本方針に基づき、都道府県が市町村の合併

の推進 に関す る構想を策定することになる。5月31日 に 「自主的な市町村合併を推進す るための

基本的な指針」が告示 され、都道府県の構想づ くりが本格化 している。新法で廃止 された合併特

例債による財政支援措置は、この3月 末までに合併 申請 して、翌年3月 末までに合併すれば継続

され る。 ここ1年 間で 申請数が699に のぼったのは、経過措置の 「特典」 を得 よ うとした 自治体

が多かったことによる。ま さに 「駆 け込み合併」とい う様相 を呈 した。

政府の市町村合併支援本部は8月31日 、合併新法を受けて 「新合併支援 プラン」を決めた。 こ

のプランのなかで、合併特例債に準 じた財政措置が盛 り込まれた。都道府県の構想 に位置づけ ら

れた合併市町村で実施 された合併 に伴 うまちづ くりの事業に対 し、地方交付税 と地方債で支援す

るものである。また、同構想 に位置づけられた市町村で実施 され る合併前に必要 な公共施設 など

の整備事業に も財政措置がある。行政支援策では、政令指定都市の指定の弾力化、町村合併 の市

制要件の緩和、補助施設の多用途転用の取 り扱いの継続、合併市町村の人材 育成な どが盛 り込ま

れた。

このよ うに合併新法においても、市町村合併は都道府県の関与や行財政支援 の活用によ り強力

に推進 されつつある。 この 「第2次 合併」では人口1万 人以下の町村 、特例市や 中核市、 さらに

は指定都市に向けた合併が重要な位置を占める。 とりわけ人 口1万 人以下の小規模町村の動向が

注 目され るが、500近 くの町村が残 る見込みである。1999年3月 末か ら2005年3月 までの市町村

減少率(知 事申請済み を含む)が50%を 超 えるのは、全国で20県 ある。最高は広島県の73.3%で

あ り、市町村 は86か ら23と なる。全体 として 「西高東低」 とい う傾 向がみ られ るが、 これは 「昭



和の大合併」では逆に 「東高西低」で あったことも影響 してい る。

東海3県 でも三重が69か ら29へ と58%、 岐阜が99か ら42へ と57.6%で あ り、2県 が50%を 超え

ている。三重 と岐阜では市町村数が半分以下 とな り、三重では村が消滅する。愛知県の減少率は

88か ら64へ と27.3%で あり、三重や岐阜 と比べ ると低いが、大都市圏のなかではかな り高い水準

である。東京 は40か ら39、 大阪は44か ら43、 神奈川 も37か ら35へ の減少であ り、大都市圏のなか

で愛知県が突 出してお り、地域構造や地域政策な どから合併動向、合併の特質をさぐっていく必

要がある。

「第1次 」か ら 「第2次 」へ と合併劇 が展開 しつつあるが、現在の市町村は合併に関連づ ける

と次の3タ イプに分けられる。第1の タイプはすでに合併 した 自治体、2006年3月 までの合併を

申請 した 自治体である。第2は 継続 して合併協議 を進めている自治体、合併 を検討 している自治

体であ る。 これ は 「合併失敗 ・巻 き返 し組」や新規組な どに分け られる。第3は 「非合併 ・自

立」 自治体である。これ も積極派 と消極派に区分できるが、とにか く当面は合併を選択 しない 自

治体である。 こうした3つ のタイプの 自治体について、行財政面や住民サー ビス、住民 自治な ど

の視点か ら検証 していく作業が求め られている。 とりわけ 「三位一体改革」のなかでも、地方交

付税の動向に注 目してい く必要がある。

本稿では、さしあた り合併 自治体を対象に して検証作業を進 めたい。合併 自治体 といっても、

多 くの タイプ分け ・類型化ができる。編入 ・新設 とい う合併の方式、人口規模や合併のね らい、

合併の推進主体などか らの類型化である。

合併の諸形態については、島恭彦編 『町村合併 と農村の変貌』のなかで重要な指摘がな されて

い る。1)町村合併を地方 自治 と関連づけると、画一的全国的な町村合併 と個 々の町村間の協議 で

行われる自生的個別的な町村合併 とに区別 できる。前者は 「明治の大合併」 と 「昭和の大合併」

であ り、後者はこの2つ の大合併の間に小規模ながら各地域に分散 して行われているものである。

後者は さらに都市周辺 の農村が都市化 して、都市に編入 される形態 と町村が互いに対等の立場で

合併する形態 とに分かれ る。 「昭和の大合併」のよ うに全国一斉に町村合併を進めるような形態

は、国一府県一市町村 とつ らなる国家行政機構の再編成の形態であること、地方自治体の問題で

あるよ りも、国の権力機構の問題である。従って画一的、全国的町村合併の完成の後には、府県

制の改革の問題 が出て くるのはむ しろ当然であった。

今回の 「平成 の大合併」では、 旧自治省(現 総務省)が1999年 に策定 した 「市町村の合併の推

進についての指針」のなかで、参考資料 として合併後の人口規模等に着 目した市町村合併の類型

を示 している。人口 規模 としては指定都市 と関連す る50万 人超、中核市や特例市に相当す る30万

人 ・20万人程度、広域市町村圏の設定基準にあた る10万 人前後、市制施行要件である5万 人前後、

そ して1～2万 人程度 の5類 型に区分 している。都道府県はこうした類型 をもとに合併パ ター ン

を示 したが、愛知県は合併後の市町村像 に着 目した類型 として 「中核市 ・特例市型」 「都市機能



充実型」 「生活機能充実型」、岐阜県は 「県都機能充実型」 「中核市 ・特例市形成型」 「地域連携

型」、三重県においても 「自立都市形成型」 「拠点都市形成型」「都市機能充実型」 「地域振興型」

などをあげている。 これ らは人口 規模や合併のね らいに着 目した類型化であり、合併の構想 と現

実 を検証す るうえで重要な指標 といえよう。

ここでは愛知県の豊 田 ・加 茂地域 を対象 として、 「企業都 市型」合併 の構想 と現実 を検証 して

いきたい。 「企業都市型」 とい う類型化は、合併を推進す る主体 と地域特性 に着 目す るものであ

る。合併の主体に注 目する点では、住民ない し行政(議 会や首長)主 導 とともに、企業主導のタ

イプの一つ として位置づけ られ る。 「企業都市」 とい う地域特性が市町村合併に どの よ うに反映

ない し影響 しているのか、逆に合併によ り地域特性が どの ように変質するかを明 らかにできるの

ではないか。まずは、 「企業都市」豊田市の地域特性からみていきたい。

2.「 企業都市」 としての豊田市

豊 田市 は世界有数の巨大企業 ・トヨタ自動車の本社がある 「クルマのまち」、全国一の財政力

を誇 る 「企業都市」 「企業城下町」 として有名である。2)豊 田市の前身である挙母町は三河地方

有数の繭の集積地であった。1938年 に トヨタ自動車の挙母工場が完成 し、戦後 とりわ け朝鮮戦争

を契機に生産が急拡大す るとともに、地域 も変ぼ うを遂げていった。1951年 に挙母市に移行 し、

59年 には市を2分 す るよ うな議論の末 に市名を 「豊 田市」に変更 して、文字通 りの企業都市が誕

生す る。

豊 田市は全国有数の企業都市に成長 を遂 げたが、その過程は市町村合併の歴史で もあった(図

1)。 トヨタ自動車の成長 と工場増設 に伴 い、合併に より市域 を拡張 していった。最初 は1955年

の猿投 ・保見 ・石野の1町2村 の合併であ り、ついで56年 に高橋村が挙母市に編入合併 された。

そ して64年 の上郷町、65年 の高岡町、67年 の猿投町の合併へ とつづ く。70年 に松平町が合併 して、

市域は市制施行 当時の7.5倍 まで拡大 し、名古屋市 についで県内2位 とな り、人口 も県内5位 と

なる。

こうして トヨタ企業集団の成長 と合併 による市域拡張 とともに、人口 が急増 して都 市施設や行

政サー ビスに対す る需要が膨張 していった。豊富な法人税収に支えられた財政は、歳出面では公

共事業中心の構造をつづけたが、需給ギャップはなかなか解消されず都市問題 に悩 まされ る。 こ

の点に関連 して 『豊 田市史』 のなかで次のよ うな注 目すべき指摘がな されている。 「豊田市財政

は トヨタ 自工への依存型の財政の性格 を強め、それだけに昭和30年 代の行政 も トヨタ 自工周辺地

域 を主体に 『企業町』形成 を推進す るところが強 くあ らわれている。3)」そ してまた、 「トヨタ 自

工依存型 の豊 田市財政は、投資的経費が トヨタ 自工関連 に投資 される傾 向をもつのもやむを得な

い4)」 としている。

1970年 代後半の地域社会のひずみ について、 目本経済新聞は次のよ うに指摘 していた。 「自動



注)猿 投町(地 区)は 、1955年に猿投町、保見村、石野村を合併して形成されている。

出所)『 トヨタと地域社会』143ぺ一ジ。

図1　 合併による豊田市域の変遷

車関連産業に偏った産業基盤の問題や、狭い道路にあふれる車、多発す る交通事故、バス ・電車二

な ど公 共交通機 関の未整備 、医療 ・福祉体制 の不備、無計画な住宅開発 、商業機能の立 ち遅れ

・など
。都市 として青年期か ら壮年期 に移ろ うとしている豊田市には、これ ら解決を迫 られて

いる課題が山積み されている。企業の急成長の結果もた らされた、さまざまなひずみは豊 田市の

悩みであ り、間接的ではあるが、 トヨタの悩みでもある。 なぜ なら、 トヨタは地域社会 との深い

かかわ り合いの中で成長 を果た してきたことも事実なのだか ら5)」。

このように、 自動車産業の展開とともに人口急増を遂げた豊田市では、その過程で都市施設整

備の遅れな どにより都市問題が噴出 した。それが直ちに住民運動 として社会問題化 したわけでは

ない。その要因 としては、第1に 豊田市の ような企業都市にあっては、都市施設の不足による生

活困難 といって も、その具体的なあらわれ方は労働者 ・住民間でかな り異なっていた ことである。
し

第2に 、 トヨタ企業体労働者にあって も、厳 しい労働生活の もとで公共施設 を利用 しにくく、そ

れが不足 していても不満を感 じにくい状況にあったことである。第3に は、企業内施設の格差が

存在す る企業都市において、公共施設の役割 ・機能はさしあた り企業内施設 を利用 しえない階層

に対す る 「代替 ・補完」機能 を果たす ことで足 りたわけである。6)



豊田市はその後、30万 都市へ と成長 して県内3位 とな り、98年 には県下で初 めて中核市の指定

を受けた。地方分権の潮流のもとで、中核市への移行 とともに広域行政について も検討が開始 さ

れた。

3.合 併の経過 と 「新市建設計画」

豊田 ・加茂地域では1973年 に広域市町村圏事務処理組合を設立 し、ゴ ミ処理な ど広域的な行政

課題の対応 に成果をあげてきた。そ して地方分権の潮流の もとで、圏域における広域行政のあ り

方を検討する必要があるとして、2002年4月 に 「豊 田加茂広域行政研究会」が設置 された。その

年の9月 に実施 された市町村合併に関する住民意識調査では、合併の必要性についての回答が稲

武 ・旭 ・藤岡町では70%以 上 と高かったが、豊 田市では19.7%に とどま り、三好町 も36.4%と 低

い水準であ り、合併に対す る地域間の温度差が 目立 った。

この研究会に先立って、豊田 ・加茂地域8市 町村の職員で構成 された研究会において、広域行

政に係 る調査研究報告書が2002年3月 に公表 された。報告書では 「合併特例法の期限内に合併 し

た場合、一時的な歳入効果は見込まれ るものの、長期的な財政状況は厳 しい と想定 される7)」 と

した。 「本圏域 では合併後は不交付団体 とな り、交付税額が減額 となるため、財政的な合併効果

は表れにくい といえる。 これは、本圏域 を構成す る市町村の規模 の格差が大きいことや、交付税

における交付団体 と不交付団体が混在す ることに因 るもの と考え られ る。8)」研究会設立までは、

財政面か らも必ず しも合併に積極的ではなかった。

豊田加茂広域行政研究会の協議によ り、11月 には新 たに 「豊田加茂地域8市 町村合併研究会」

が設置 された。8市 町村 は豊田市、三好町、藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町お よび稲武

町である。任意の研究会なが ら、新市将来ビジ ョンや合併基本項 目の検討が進め られ、住民説 明

会やアンケー トな どが実施 された。2003年5月 の第5回 研究会においてヽ2005年3月 までに豊田

市に7町 村 を編入す るとい う合併案が作成 された。ただ し当時の地元紙 『矢作新報』によると、

豊田市の幹部や市議会 などで も種 々の意見があったよ うだ。8市 町村 を一挙に合併す るのは性急

すぎるし、財政的にも地域づ くりの手法 としても得策でない。まず山間町村だけで合併 して、合

併特例債な どの合併特例法 の恩典 を受け、その後 に都市部 との大合併 をする とい う 「2段 階合

併」論などである。9)

そ して8月 の第6回 合併研究会において、三好町長か ら住民や議会 の意向を尊重す るとい う理

由により、合併協議か ら離脱す るとの表明があり、事態は大きく動 くことになった。三好町が離

脱 した 日に、6町 村は合併協議 を継続す るとい う要望書を豊 田市長に提出 した.10):豊田市は合併

についてのパブ リックコメン トなどを実施 して市民の意見集約につ とめ、7市 町村議会の議決 を

経て11月1日 に豊田加茂合併協議会が設置 された。その後の合併協議は順調 に進み、2005年4月

1日 に人 口約39.5万 人の新 「豊田市」が誕生 した(表1)。



2004年8月 に策 定 され た 「新市建設計画」か ら、豊 田加茂 地域 の合併 を特色づ けてい きた

い。11)まず合併の必要性 として4点 をあげている。(1)「豊 田市を中心 とした一体的な生活圏jで

あ り、 日常的生活圏と行政区域 を一致 させ て一体的 ・総合的なまちづ くりを進 め、住民の利便性

を向上 させ る。(2)「流域はひ とつ、運命共同体」であ り、7市 町村が行財政基盤 の充実を図 り、

都市 と農山村が共生する調和の とれた地域づ くりを一体的に進めてい く。(3）「厳 しい財政状況」

であ り、簡素で効率的な行政体制の実現や財政基盤 の強化 を図る必要があ り、合併はそのための

有効な方策である。(4)「地方分権の進展への対応」であ り、高度な行政能力 と行財政基盤の充実

強化が求め られている。

市町村の合併によ り面積は918.47平 方㌔とな り、県の17.8%を 占めて県内最大、国内の市のな

かで も5番 目に位置す る。新市は面積だけでなく、全国第1位 の製造品出荷額等を記録す る全国

有数の工業都市 ・中核 市であ り、「行政、経済、教育 ・文化等の都市機能 と自然的機能 とが調和

しなが ら集積す るとい う圏域の特色 と類稀な高規格幹線道路網の要衝 としての立地特性 を積極的

に活か しなが ら名古屋圏における産業、観 光、交流 の拠点圏域 として発展す ることが期待 され



図2　 政令指定都市構想のイメージ

て」いる。 また 「将来的には、矢作川流域圏のつなが りや西三河の 自動車産業 とのつなが りな ど

による政令指定都市をも展望 した都市づ くり」をめざす として、図2の よ うなイメージを描いて

いる。

豊 田市に編入 され る6町 村は、矢作川の水源地域であ り、森林が圏域面積の70～80%を 占める

都 市近郊か ら中山間地の農 山村である。今後は 「都市 と農 山村 が交流 ・共生 ・自立す るまちづ く

りのモデル として、新 しい価値の創造 と市民活動の場 としての機能 ・役割 を期待」 され るとす る。

そ して 噺 市においては、人、自然、都市地域 と農山村地域の間の新たな関係づ くりにより、健

康的かつ安全で安心 して暮 らせ る生活 と環境が確保 され、様々な価値 と魅力があふれ る暮 らしと

地域づ くりが展開 されるまち」をめざし、将来の都市像 として 「ゆたか さ創造都市 健康で、 さ

まざまなライフスタイルが実現できるまち」を掲げる。

新市のまちづ くりの基本理念 として、(1)人、物、情報の多様 な 「交流」を生むまち、(2)人 と自

然、都市 と農山村が 「共生」す るまち、(3)地域 自らの責任 と選択 に基づ く 「自立」性の高いまち、

(4)活発 な交流を支える都市基盤の整備 されたまちをあげる。土地利用の基本方針 として、図3の

よ うに3つ の核、5つ のゾー ン、4つ の拠点を提示 して、戦略プ ロジェク トとして 「矢作川連

携」 「都市 ・農山村交流」 「地域資源活用連携」「健康 ・福祉増進」「交流 ・連携基盤整備」の5プ



図3　 3つ の核 ・5つ のゾーン・4つ の拠点の相関

ロジェク トをあげている。6町 村 にかかわる概算の普通建設事業費 として400億 円余 りを見込み、

2005～2014年 度の財政計画 を立てている。

4.「 企業都市型」合併の特質 と課題

日本都市セ ンターは合併 した 自治体か ら情報を集約 して、「合併要覧」を作成 してホームぺー

ジでも公開 している。12)豊田 ・加茂地域についても7ぺ ー ジにま とめてあ り、合併 の効果 として

3点 あげている。 「豊田市が近隣町村 などと行 ってきた広域行政が一体的に推進できるよ うにな

り、水 と緑を守 り、都 市と農 山村 との共生によるまちづ くりが展開できる」 「スケールメ リッ ト

による財政的な効果だけでな く、人材育成の面でも効率化がはか られ、多様化す る住民ニーズに

対応できる体制づ くりが可能 となる」「産業都市 とい うイ メー ジだけではな く、 自然や歴史的資

源 をいか した観光都市 として、イメージアッ プがはかられ る」。

一方
、合併による問題点 と解決策 として次の3点 をあげてい る。 関係市町村の うち、財政状況

のよい市町村 に不利になる点については 「新市建設計画では、合併町村部の普通建設事業費を総

額規制 してお り、引き続 き健全財政を維持す る旨を明確 に してい る」。各地域の歴史、文化伝統

が失われ る点については、「都市内分権の考え方のもと、地域資源 を守 り、活用す る仕組みづ く

りを している」。人口 が増えたため、住民の声が届 きに くくなる点については、 「支所(合 併町

村)単 位 に地域の課題 を検討す る仕組み(地 域会議)を 設置 し、住民の声が行政 に届 く仕組みづ

くりを している」。そ して残 された課題 としては、 「新市建設計画には位置づけられなかつた町村

の事業計画な どが、要望 として残 っている。豊 田市 としては、行政評価 の観点か ら事業化 を判断



していく考 えである」 としている。

このように豊田市 としては合併後の状況をまとめているが、合併か ら1年 も経 つていない段階

であ り、今後の動向を踏 まえて評価 していきたい。 ここでは、豊田 ・加茂地域の合併 を 「企業都

市型」 と類型化 した ことに関連 して、合併の特質 と課題を提示 したい。

まず第1に 、豊 田 ・加茂地域の合併の 目的 とね らいである。藤岡町を除 く財政力が貧困な中山

間地域の5町 村 は、足助町長が述べたように 「持参金」をもって豊 田市に 「嫁入 り」するとい う

スタンスであった。ではなぜ全国一の財政力 を誇 る豊 田市が合併に突き進んだかである。2002年

3月 の 「広域行政に係る調査研究報告書」にも指摘 されていたが、一時的には歳入が増 えるにし

ても、長期的には厳 しい状況が想定されている。 旧豊 田市が中山間地に位置す る町村を編入合併

す ることにより、財政的には負担 になるわけで、それに もかかわ らず合併が推進 され たことに

「企業都市」 としての特質があ らわれているのではなかろ うか。

2003年10月5日 に藤 岡町で合併に関す るシンポ ジウムが開催 された。藤岡町は トヨタ自動車の

若い労働者 などが流入 して、人口 が10数 年で倍増 して、平均年齢 も34.1歳 と 「日本一若いまち」

をキャッ チフレーズに していた。財政力指数 も1を 超えるよ うにな り、合併について も他の町村

と違ったスタンスであ り、議会の意見も分かれていた。 こうした中で、合併に批判的な議員や住

民がシンポジ ウムを企画 したのである。8日 付朝 日新聞三河版はシンポジウムについて、 「徹底

した合理化で知 られ る トヨタ自動車のおひざ元で、地元の企業などからも行財政改革を目指 した

自治体合併 を求める声は根強 く、住民や町関係者 も困惑 している」 と報 じた。記事では、豊 田市

長が8月 上旬に トヨタ自動車首脳 と懇談 して、 「周辺町村 が豊 田市 に依存す るだけではいけない

が、行財政改革や地方分権 の流れの中で合併は必要」 との示唆を受けた ことを紹介 してい る。

この記事の ように、 トヨタの首脳 と豊 田市長が懇談 して、 「合併 は必要」 との示唆 を受けて合

併推進に向かった とすれば、「企業都市」に特有な市町村合併 を象徴するもの とい えよう。豊 田

市に とっての財政的な 「利害」よ りも、 「国策」 としての市町村合併、分権改革=自 治体 リス ト

ラの流れ に乗 ることが選択 されたわけで、世界企業 トヨタの長期戦略の一環 として位置づけるこ

ともできよ う。

第2に 、豊 田 ・加茂地域7市 町村の合併の特質、 「新豊田市」の課題にかかわ る問題 である。

第3回 合併研究会 において、豊田市長は 「合併 します と、全国にも例のない 自治体ができる」 と

発言 していた。 「全国にも例のない 自治体」 とはなにか。新市は面積が918平 方㌔ と全国で5番 目

に広 く、広大な中山間地域 を抱えてお り、 しかも世界企業 トヨタの本拠地 として、全国有数の工

業都市 ・「企業都市」などを意味 してい るのではないか。広大で低密の 「都市」 において、 日本

一の工業出荷額が記録 され ることになる
。

豊 田市は トヨタ自動車の工場増設 とともに、町村合併を繰 り返 して市域 を拡張 してきた。 工場

と社宅を軸に市街地が形成 され、低密スプ ロール型の都市構造を特徴 とした。30万 都市になって



も中心市街地の形成が進 まず、 くるま社会に特有な都市問題 に悩まされ る。 「企業都市」に特有

な都市問題 を克服す るために、長い年月 をかけて都市政策を展開 してきた。

今回の合併では広大な中山間地域を編入す ることにな り、新市のなかにかな り性格を異にす る

地域が共存することになる。都市 と農 山村 とが共存、連携でき るかが、市政にとっても重要な政

策課題 となる。 「都市内分権による新 しい 自治体づ くり」が目指 され るが、かつての市域拡張時

の問題点などを検証 して、都市内分権の肉付けをしてい く必要がある。気がか りなのは、合併研

究会における都市内分権の議論の中で 「地域によるサー ビスの違いを容認 しあ うことで持続可能

な都市を」 「みかけ上、サー ビスが低下す ることもあ りうる」 といった議論 がな されていたこと

である。 旧豊田市、それも トヨタに関連す る地域 と周辺地域 との格差を是認 して、市政を運営 し

てい くのは問題である。 「新豊 田市」が全国にも例 のないよ うな、分権 と自治 と参加 の 自治体に

なるよ うに、合併後も見守っていきたい。

注

1)島 恭彦編 『町村合併と農村の変貌』有斐閣、1958年 、23～25ぺ ージ。この著作は島恭彦 「町村合併 と農

村行政機構の展開」、宮本憲一 「明治大正期の町村合併政策一明治地方 自治制の矛盾 とその展開」、渡辺敬

司 「町村合併 と公有林野」の3本 の論文からなる町村合併研究の古典であり、2005年 にオンデマン ド版 と

して刊行 された。

2)「 企業都市」 と 「企業城下町」については、共同研究の成果である都 丸泰助 ・窪 田暁子 ・遠藤宏一編

『トヨタ と地域社会』大月書店、1987年 では次のよ うに定義 している。 「企業都市」 とは公権力によって

その地域に集積 された社会資本や公共サー ビス、その管理のもとにおかれている土地、水な どの地域資源

を特定の大企業が利用独 占することによって 「地域独占利潤」を取得 している(そ の帰結 として生産 ・所

得 ・財政等の地域経済に圧倒的な地域を占める)よ うな都市。「企業城下町」 とは、このよ うな物質的 ・

経済的条件の上に立って、政治 ・社会 ・文化 ・イデオロギー等の上部構造面までを含めて地域社会を大企

業体が掌握(い わゆる 「地域支配」)し ているような都市(21ぺ 一ジ)。

3)『 豊 田市史』第4巻 、1977年 、203ぺ 一ジ。

4)同 上書、206ぺ 一ジ。1960年 代前半までの豊田市財政については、 日本人文科学会 『技術革新 の社会的

影響』東京大学出版会、1963年 、242～247ぺ 一ジにおいて総括的に検討 されている。

5)「 日本経済新聞」1977年10月12日 付。

6)前 掲 『トヨタと地域社会』235～236ぺ 一 ジ。同書4章Ⅱ の拙稿 「生活問題 ・地域問題 と社会資本」にお

いて、地域調査で行った23の 諸施設を類型化 して、施設利用の階層間格差、社会資本 の利用特性について

分析 している。また、5章Ⅱ の拙稿 「『企業城下町』における自治体 ・公務労働」において、「企業支配」

下の行財政や公務労働について検討 している。

7)豊 田加茂広域行政研究会 『広域行政に係 る調査研究報告書』概要版、2002年3月 、18ペ ージ。

8)同 上。

9)「 矢作新報」2003年6月20日 付。

10)こ の要望書は合併研究会の席でも下山村長から説明がなされた。三好町の離脱を踏まえ 「私ども6町 村

(藤岡、小原、足助、下山、旭、稲武)の 町村長及び議長は、山間地域のみの合併は大 きな効果が期待で

きないことか ら、豊田市を中心 とする 『7市 町村』の合併を推進するに当たり、基本的な姿勢を確認 しま

した」 として、速やかに法定合併協議会を設置するよ う豊 田市長な らびに市議会議長に要請 した。(第6



回豊田加茂8市 町村合併研究会 『会議録』12ぺ 一ジ)な お同 じ席において、足助町長は次の ように発言 し

ていた。 「17年3月 とい う話は、私は豊 田市に嫁入 りする話ですか ら、持参金が少 しでもあるうちに行 く

のが礼儀ではないか と思っています。 … ・通勤だけでも70%が 豊田市へ来て働いています。 だから、足入

れをさせてもらっているようなものだか ら、これは市長 さんに何 とか して面倒をみてもらうしかないと思

ったのです。」(同14ぺ 一ジ)

11)合 併協議会な どの経過や住民アンケー トなどは、ホームぺー ジやチラシな どで随時公開 されてきたが、

それ らは 『豊田加茂7市 町村の合併の記録』(『合併の記録』 と略)2005年4月 に収録されている。 「新市

建設計画」についても同書を参照。

12)日 本都市センター 「合併要覧～市町村合併特例法改正以後の合併都市の事例集」による。要覧の とりま

とめにあたっては、まず各市に 「市町村合併に関するアンケー ト調査」に回答いただき、これをもとにセ

ンターが案を作成 し、各市に内容の確認 と公表についての了解を得た上で公表するとしている
。


